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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
自
衛
隊
法
第
九
十
五
条
の
二
の
運
用
に
関
す
る
指
針
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
警
護
（
以
下
単
に
「
警
護
」
と
い
う
。
）

の
実
施
の
逐
一
に
つ
い
て
は
、
米
軍
等
の
能
力
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

相
手
方
と
の
関
係
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
防
衛
大
臣
が
発
す
る
命
令
の
内
容
に
関
す
る
文
書
、
当
該
艦
船
（
あ
る
い
は
部
隊
）
に
お
け
る
指
揮
、
指
示

に
か
か
わ
る
行
政
文
書
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
警
護
に
関
す
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
等
に
基
づ
き
、
適
切
な
保
存
期
間
を
定
め
て
お
り
、

例
え
ば
、
警
護
の
実
施
に
つ
い
て
防
衛
大
臣
が
命
ず
る
文
書
は
十
年
保
存
と
な
る
。
ま
た
、
当
該
行
政
文
書
を
含
む
警
護
に

関
す
る
情
報
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
法
第
九
十
五
条
の
二
の
運
用
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二

日
国
家
安
全
保
障
会
議
決
定
）
�
（
�
）
に
お
い
て
定
め
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

一



重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六

十
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
の
公
表
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
基
本
計
画
の
決
定
又
は
変
更
が
あ
っ
た
と

き
に
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
適
切
に
情
報
の
公
開
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

ま
た
、
同
基
本
計
画
に
は
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

二


